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補足資料１ 

 

【指摘事項】 

 住居系地域の分布状況及び悪臭防止法に基づく規制地域の図は修正が必要で

はないか。 

 

【補足説明】 

 準備書 3-164「図 3-2-11 住居系地域の分布状況」及び、準備書 3-191「図

3-2-18 悪臭防止法に基づく規制地域」の図について、次頁に正しい図を示し

ます。 
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準備書 P3-164（正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2-11 住居系地域の分布状況 
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準備書 P3-191（正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2-18 悪臭防止法に基づく規制地域 
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補足資料２  

 

【指摘事項】 

SOx、NOx、SPMの１日の排出量について、それぞれの排出原単位の出典を明ら

かにする必要がある。また、SOx算出式の単位が誤っていないか確認する必要が

ある。 

 

【補足資料】 

(1) SOx、NOx、SPMの排出原単位の出典について 

準備書 7-2-50 から 7-2-52 までに示した排出原単位は、以下の方法により算

出しています。 

軽油で稼働する作業機械の SOx排出量は、「道路環境影響評価の技術手法（平

成 24 年度版）p.2-5-19」（添付資料-1）に示される燃料消費量で算出した消費

量に硫黄分を考慮し、算定しています。 

重油で稼働する作業船の SOx排出量及び NOx排出量については、「窒素酸化物

総量規制マニュアル〔新版〕, 公害研究対策センター 平成 12年,p.157」（添付

資料-2）に記載の式を用いて、算定しています。 

SPM 排出量は、「浮遊粒子状物質汚染予測マニュアル, 浮遊粒子状物質対策検

討会 平成 9年,p.122～123」（添付資料-3）に記載の式を用いて、算定していま

す。 

これらの排出量算出式は準備書 p.7-2-42に記載しています。また、各排出量

の算定に必要な施工機械及び船舶のパラメータの出典は、表 1 に示すとおりで

す。 
 

表 1 各パラメータと出典 

項目 出典 

燃料消費率 
港湾土木請負工事積算基準 平成 29年度改訂版 
（国土交通省港湾局 監修） 

機関出力 
港湾土木請負工事積算基準 平成 29年度改訂版 
（国土交通省港湾局 監修） 

硫黄含有率 
A重油：JIS K2205(1種 1号) 
軽油 ：JIS K2204 
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(2) SOx算出式の単位について 

準備書 p.7-2-42 上表の SOx 算出式の単位について、「×1/1,000」の記載漏

れがありましたので修正いたします。 

なお、本予測計算には正しい算出式を用いており、計算結果の修正はありま

せん。 
 
準備書 p.7-2-42 

誤：SOx＝fr×s× 1/100 ×22.4/32 

正：SOx＝fr×s× 1/100 ×22.4/32/1000 
 
 
 
(3) 拡散モデル名称の修正について 

準備書 p.7-2-40 の大気質の予測に使用した弱風時の拡散モデル式の名称を

プルーム式と表記していましたが、弱風パフ式に修正します。なお、計算結果

の修正はありません。 
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【添付資料-1】道路環境影響評価の技術手法（平成 24年度版）p.2-5-19 
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【添付資料-2】窒素酸化物総量規制マニュアル p.157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

この資料は、審査会用に作成したものです。審議の過程で変更される可能性があるため、取り扱いにご注意願います。 

 

【添付資料-3-(1)】浮遊粒子状物質汚染予測マニュアル p.122 
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【添付資料-3-(2)】浮遊粒子状物質汚染予測マニュアル p.123 
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補足資料３ 

 

【指摘事項】 

船舶工事の排出源が点源、面源のどちらで設定されているかを示す必要がある。 

 

【補足説明】 

大気質の予測では、影響が最大となる 1年間を予測対象時期としています。 

図 1に護岸 B（①～⑪）の例を示します。護岸 B（①～⑪）の工事は、幅 50m、

長さ 500ｍの範囲（面）を予測ピークの一年間で基礎工、本体工、上部工の工事

が行われることとなります。 

このため、図 1に示す範囲（面）を 10mメッシュに分割し、護岸 B（①～⑪）

で発生する排出負荷を各メッシュの中心に均等に点源群を配置することで 1 年

間の排出する負荷を面的に計算しております。 

船舶の移動による排出源の配置は、図 2に示すとおり、海上搬入経路を 5mメ

ッシュに分割し、搬入経路で発生する排出負荷を各メッシュの中心に均等に点

源群を配置することで１年間に排出する負荷を線状に計算しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 船舶の稼働位置及び面源の設定方法 

 

 

設定した面 

排出源の設置イメージ 
（①～⑪部分） 

幅 50m 

10mメッシュの中心に配置 
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図 2 海上搬入経路及び線源の設定方法 

排出源イメージ 

海上搬入経路 

5mメッシュの中心に配置 
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補足資料４ 

 

【指摘事項】 

事業者の調査した風向・風速のデータと横浜気象台のデータの相関を示す必

要がある。 

 

【補足説明】 

横浜地方気象台と地点 a の風況の相関は、「窒素酸化物総量規制マニュアル

p.184（公害研究対策センター、平成 12年）」による手法で確認しました。 

横浜地方気象台と地点 a との相関係数は 0.922 であり、高い相関が得られて

いると考えています。 
 

表 2 横浜地方気象台と地点 aとの相関 

 
横浜気象台 

地点 a 0.922 
 

【窒素酸化物総量規制マニュアル p.184】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


